
 
 

気候変動の影響を踏まえた設計外力の設定に係る検討懇談会 開催要領 

 

第１ 目的 

  北海道の沿岸における、海岸保全施設等の設計に用いる設計外力（以下、「外力」という。）

について、気候変動の影響による長期変化量を適切に考慮した外力の設定案を策定すること

を目的に、専門的見地から学識経験者の意見聴取を行うため、「気候変動の影響を踏まえた

設計外力の設定に係る検討懇談会」（以下「懇談会」という。）を開催する。 

 

第２ 議題 

懇談会における議題は、次のとおりとする。 

（１） 北海道の沿岸における外力設定案に関すること 

（２） 今後の海岸保全対策に向けた課題及び施策の方向性に関すること 

（３） その他、地域海岸毎の外力設定案の策定に必要な事項に関すること 

 

第３ 構成 

 （１）懇談会は、構成員６名以内で構成する。 

 （２）構成員は、学識経験者等の中から懇談会事務担当課が所属する部長が選定する。 

  

第４ 運営 

（１） 懇談会は、必要に応じて懇談会事務担当課が所属する部長が召集し、主催する。 

（２） 懇談会に議事進行役として座長を置き、懇談会事務担当課が所属する部長がこれを 

指名する。 

（３） 座長は、不在の場合などの都度、これを代行する者を指名することができる。 

（４） 懇談会事務担当課が所属する部長が特に必要があると認めるときは、構成員以外の者

に懇談会への出席を求め、その意見を聴くことができる。 

 

第５ オブザーバー 

（１）懇談会にはオブザーバーを置くことができる。 

（２）オブザーバーは必要に応じて会議に出席し、意見を述べることができる。  

 

第６ 報償費等 

（１）懇談会の実施に対し、道は構成員に報償費及び旅費を支給する。 

    なお、第４（４）で出席を求めた構成員以外の者についても同様とする。 

 （２）報償費及び旅費の額は、北海道特別職職員給与等に関する条例第６条別表２に定める

額に準じる額とする。 

 

第７ その他 

（１）懇談会の事務は、「北海道海岸事業意見交換会」において行う。 

（２）この要領に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、懇談会事務担当課

が所属する部長が定める。 
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